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10 2013（平成25年）

国　税／�9月分源泉所得税の納付� 10月10日

国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

� 10月15日

国　税／�8月決算法人の確定申告

� （法人税・消費税等）�10月31日

国　税／�2月決算法人の中間申告� 10月31日

国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

� （年3回の場合）�10月31日

地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

納付� 市町村の条例で定める日

労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分）� 10月31日

労　務／�労災の年金受給者の定期報告

� （7月〜12月生まれ）�10月31日

労　務／�労働保険料第2期分の納付� 10月31日

� （労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

　個人を保証人とする保証契約。すでに包括
根保証（保証金額や保証期限に定めがない根
保証）は禁止されていますが、個人保証自体
を無効とする民法改正の検討作業が進められ
ています。ただし、経営者については、融資
を受けられなくなる恐れがあることから、個
人保証の規制対象から除外されています。

ワンポイント 個人保証

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

14日・体育の日

日 月 火 水 木 金 土
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相
続
税
に
つ
い
て
は
、
バ
ブ
ル
期

に
地
価
が
急
騰
し
、
相
続
税
負
担
が

過
重
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
負

担
軽
減
を
目
的
に
相
続
税
の
基
礎
控

除
を
引
上
げ
、
税
率
構
造
の
緩
和
等

を
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
地
価
下
落
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
相
続
税
の
基
礎
控

除
の
引
下
げ
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た

め
、
課
税
対
象
者
割
合
が
か
つ
て
な

い
ほ
ど
下
が
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、

平
成
二
十
五
年
度
税
制
改
正
で
は
、

「
資
産
再
配
分
機
能
の
回
復
」
を
図
る

こ
と
を
目
的
に
、
相
続
税
法
の
改
正

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

以
下
、
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
主
要
な
改

正
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１　

基
礎
控
除

　
相
続
税
の
基
礎
控
除
は
、
ど

の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
。

　

物
価
や
地
価
が
現
在
と
同
等

で
あ
っ
た
頃
に
適
用
さ
れ
て
い

た
水
準
と
同
等
と
な
る
よ
う
に
再
設

定
し
、
従
来
の
水
準
の
六
〇
％
に
改

定
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
（
図
表

１
）。

　

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
十
七
年
一

月
一
日
以
後
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ

り
取
得
す
る
財
産
に
係
る
相
続
税
に

つ
い
て
、
適
用
さ
れ
ま
す
。

２　

相
続
税
の
税
率

　
相
続
税
の
税
率
構
造
は
、
ど

の
よ
う
に
見
直
さ
れ
ま
し
た
か
。

　

最
高
税
率
が
五
五
％
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
税
率

の
区
分
が
従
来
の
六
段
階
か
ら
八
段

階
に
な
り
ま
し
た
（
図
表
２
）。

　

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
十
七
年
一

月
一
日
以
後
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ

り
取
得
す
る
財
産
に
係
る
相
続
税
に

つ
い
て
、
適
用
さ
れ
ま
す
。

３　

小
規
模
宅
地
等
の
特
例

　
相
続
税
の
基
礎
控
除
が
引

き
下
げ
ら
れ
た
反
面
、
負
担
軽

減
策
と
し
て
小
規
模
宅
地
等
の
特
例

の
適
用
範
囲
が
見
直
さ
れ
た
よ
う
で

す
が
、そ
の
内
容
を
教
え
て
下
さ
い
。

⑴
　
適
用
対
象
面
積
の
拡
充

　

特
定
居
住
用
宅
地
等
に
係
る
特
例

の
適
用
対
象
面
積
の
上
限
を
拡
充
し
、

か
つ
、
特
例
の
対
象
と
し
て
選
択
す

る
宅
地
等
の
す
べ
て
が
、
特
定
事
業

用
宅
地
等
お
よ
び
特
定
居
住
用
宅
地

等
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
適

用
対
象
面
積
ま
で
適
用
可
能
と
な
り

ま
す
（
図
表
３
）。

　

な
お
、
貸
付
事
業
用
宅
地
等
を
選

択
す
る
場
合
の
適
用
対
象
面
積
の
計

算
は
、
従
来
ど
お
り
で
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
十
七
年
一

月
一
日
以
後
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ

り
取
得
す
る
財
産
に
係
る
相
続
税
に

つ
い
て
、
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑵
　
二
世
帯
住
宅
の
取
扱
い

　

一
棟
の
建
物
で
構
造
上
区
分
の
あ

る
も
の
に
つ
い
て
、
被
相
続
人
お
よ

び
そ
の
親
族
が
各
独
立
部
分
に
居
住

し
て
い
た
場
合
、
そ
の
親
族
が
相
続

ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
そ
の

敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
宅
地
等

の
う
ち
、
被
相
続
人
お
よ
び
そ
の
親

族
が
居
住
し
て
い
た
部
分
に
対
応
す

る
部
分
は
、
特
例
の
対
象
と
な
り
ま

す
（
図
表
４
）。

　

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
十
六
年
一

月
一
日
以
後
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ

り
取
得
す
る
財
産
に
係
る
相
続
税
に

つ
い
て
、
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
　
老
人
ホ
ー
ム
の
場
合

　

老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
た
こ
と
に

よ
り
、
被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供

さ
れ
な
く
な
っ
た
家
屋
の
敷
地
の
用

に
供
さ
れ
て
い
た
宅
地
等
が
、
次
の

要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、

相
続
開
始
の
直
前
に
お
い
て
被
相
続

人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も

の
と
し
て
、
特
例
が
適
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

【
改
正
後
の
要
件
】

①　

被
相
続
人
に
介
護
が
必
要
な
た

め
入
所
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

②　

そ
の
家
屋
が
貸
付
け
等
の
用
途

に
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

　

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
十
六
年
一

月
一
日
以
後
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ

り
取
得
す
る
財
産
に
係
る
相
続
税
に

つ
い
て
、
適
用
さ
れ
ま
す
。

Q

QQ

A

AA

平
成
二
十
五
年
度

改
正
相
続
税

で
見
る

Ｑ＆Ａ
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４　

相
続
時
精
算
課
税

　
相
続
時
精
算
課
税
の
適
用
要

件
と
対
象
者
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
か
。

　

若
年
世
代
へ
の
資
産
の
早
期

移
転
を
一
層
促
進
す
る
観
点
か

ら
、
相
続
時
精
算
課
税
の
適
用
要
件

に
つ
い
て
、
贈
与
者
お
よ
び
受
贈
者

の
対
象
を
拡
充
し
て
い
ま
す
（
図
表

６
）。

　

こ
の
改
正
は
、
平
成
二
十
七
年
一

月
一
日
以
後
の
贈
与
に
よ
り
取
得
す

る
財
産
に
係
る
贈
与
税
に
つ
い
て
、

適
用
さ
れ
ま
す
。

QA

図表 2　相続税の速算表
改正前 改正後

法定相続分に応ずる取得金額 率（%） 控除額（万円） 法定相続分に応ずる取得金額 率（%） 控除額（万円）
1,000 万円以下 10 ― 1,000 万円以下 10 ―
3,000 万円以下 15 50 3,000 万円以下 15 50
5,000 万円以下 20 200 5,000 万円以下 20 200

1 億円以下 30 700 1 億円以下 30 700
3 億円以下 40 1,700 2 億円以下 40 1,700
3 億円超　 50 4,700 3 億円以下 45 2,700

6 億円以下 50 4,200
6 億円超　 55 7,200

図表 3
改正前 改正後

居住用 240㎡
事業用 400㎡｝限定的な併用→最大 400㎡ 居住用 330㎡

事業用 400㎡｝完全併用→最大 730㎡

図表 4
改正前 改正後

二世帯住宅について、住宅内部で互いに行き来
ができない構造の場合は、特例の適用要件であ
る「同居」として認められない。

二世帯住宅の構造上の要件を撤廃し、住宅内部
で行き来ができるか否かに関わらず、「同居」と
して認められる。

図表 5　改正後の小規模宅地等の特例の適用関係

相続開始の直前における住宅等の利用区分 要件 限度
面積

減額
割合

被
相
続
人
等
の
事
業
の

用
に
供
さ
れ
て
い
た
宅

地
等

貸付事業以外の事業用の宅地等 ①特定事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80％
貸
付
事
業
用
の
宅

地
等

一定の法人に貸し付けられ、その
法人の事業（貸付事業を除く）用
の宅地等

②特定同族会社事業用宅地等に該当す
　る宅地等 400㎡ 80％

③貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50％
一定の法人に貸し付けられ、その
法人の貸付事業用の宅地等 ④貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50％

被相続人等の貸付事業用の宅地等 ⑤貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50％
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 ⑥特定居住用宅地等に該当する宅地等 330㎡ 80％
注　「貸付事業」とは、「不動産貸付業」「駐車場業」「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその

他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。

図表 6　相続時精算課税の適用要件の拡充
改正前 改正後

贈与者 65歳以上の父母 60歳以上の父母または祖父母

受贈者 20歳以上の子である推定相続人 20歳以上の子である推定相続人
または 20歳以上の孫

図表 1　相続税の基礎控除
改正前 改正後

定額控除 5,000 万円 3,000 万円

法定相続人
比例控除

1,000 万円に
法定相続人数
を乗じた金額

600万円に法
定相続人数を
乗じた金額
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　消費税における出張旅費、宿泊費、日当
は、その事業者が事業遂行のために必要な
費用を旅行をした者を通じて支出している
ものと認識します。
　そのため、その旅行に通常必要であると
認められる部分の金額は、課税仕入れに係
る支払対価に該当するものとして取り扱わ
れています。
　これに対して、単身赴任者が帰宅するた
めに支給される旅費は、職務の遂行に必要
な旅行の費用として支給されるものとは認
められていません。
　また、その旅費は、単身赴任者に対する
給与等の補填として支給される単身赴任手
当と同様の性格のものであり、所得税にお
いても給与所得に該当するものであること
からすると、これを支払う事業者において
は課税仕入れに係る支払対価に該当せず、
仕入税額控除はできません。

　
役
員
及
び
従
業
員
に
対
し
て
社
内

規
程
に
基
づ
い
た
健
康
診
断
を
実
施

す
る
ほ
か
、
希
望
者
に
人
間
ド
ッ
ク

に
よ
る
検
診
を
実
施
し
、
そ
の
費
用

を
会
社
が
負
担
し
た
場
合
の
検
診
料

相
当
額
に
つ
い
て
は
、
一
定
年
齢
以

上
の
希
望
者
は
全
て
検
診
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
検
診
を
受
け

た
者
の
全
て
を
対
象
と
し
て
そ
の
費

用
を
負
担
す
る
と
き
に
は
、
給
与
等

と
し
て
課
税
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
役
員
や
特
定
の
地
位
に
あ
る
人
だ

け
を
対
象
と
し
て
そ
の
費
用
を
負
担

す
る
よ
う
な
場
合
に
は
課
税
の
問
題

が
生
じ
ま
す
が
、
役
員
又
は
使
用
人

の
健
康
管
理
の
必
要
か
ら
、
雇
用
主

に
対
し
、
一
般
的
に
実
施
さ
れ
て
い

る
人
間
ド
ッ
ク
程
度
の
健
康
診
断
の

実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め

で
す
。

　店舗併用住宅とは居住用と店舗用が一緒
になっている家屋をいいます。この店舗併
用住宅を売ったときに、居住用財産を譲渡
した場合の3,000万円の特別控除の特例
を受けることができるのは、店舗併用住宅
のうち居住の用に使っていた部分に限られ
ます。
　ただし、居住の用に使っていた部分が全
体の90％以上であるときは、全体を居住
の用に使っていたものとしてこの特例を受
けることができます。
イ　家屋のうち居住の用に供している部分
の計算

　（居住用部分の床面積Ａ）＋（居住用と居
住用以外との併用部分の床面積Ｂ）×Ａ
／（Ａ＋居住用以外の部分の床面積）＝
家屋のうち居住の用に供している部分

ロ　家屋の敷地のうち居住の用に供してい

る部分の計算
　（土地等のうち居住用部分の面積）＋（土
地等のうち居住用と居住用以外との併用
部分の面積）×（イで算定した居住の用
に供している部分の面積）／（家屋の床
面積）＝家屋の敷地のうち居住の用に供
している部分
　個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所
得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住
宅に買い換えた場合で一定の要件に当ては
まるときは、居住用部分については居住用
財産を売ったときの3,000万円の特別控
除の特例や居住用財産を買い換えたときの
特例などの特例を受けることができ、店舗
用部分については事業用資産を買い換えた
ときの特例を受けることができます。
　なお、どちらか一方の用途の使用割合が
建物全体の90％以上になっている場合に
は、その用途に全体が使われていたものと
して、対応する特例を受けることもできま
す。

単身赴任者が、帰宅するための旅費を
月・年ごとに支給する場合の消費税会

社
が
負
担
す
る
人
間
ド
ッ
ク
の
費
用
の
課
税
関
係

店舗併用住宅を売ったとき、
買い換えたときの譲渡所得


